
　　1,000万円を超える場合

1,000万円以下の場合

　　1,000万円を超える場合

いずれかが1,000万円以下であれば

例）　３月決算法人の場合

前々期 前期 当期

課税売上高  課税売上高
　900万円 1,000万円超

　 　かつ
　支給給与
1,000万円超

給与等　・・・　役員・正社員・派遣社員・アルバイトの給与
及び

※ 給与等の金額の合計額は、所得税法施行規則100条1項1号に規定する「給与等」の金額
　　となるため、「「「「退職金退職金退職金退職金」」」」は含まれない。
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H23.4.1 H24.4.1 H26.3.31

②により課税事業者

賞　与

9/30時点

①

②

H25.4.1

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか 消費税の課税事業者

　
　　　　前期の上半期の課税売上高
　　　　　　　　　　　　　及び　　　　　　　　　　　1,000万円を
　前期の上半期の支払給与の合計額　　   超えるかどうか

消費税の課税事業者

消費税消費税消費税消費税のののの免税事業者免税事業者免税事業者免税事業者


